
      平成１７年６月１０日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

機械ろくろ 

 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 陶器製の丼、茶碗、湯飲み等の同一のものを大量に造る時に使用する、ろくろロ

ボットである。造ろうとするものの石膏型を、当装置にセットして粘土を入れるこ

とにより、丼、茶碗、湯飲み等の成形・形作りを行うものである。なお、石膏型へ

粘土を入れる作業及び石膏型から成形品を取り出す作業は、手作業である。 

 

○構造、仕様、意匠 

 定格：１００Ｖ、５０／６０Ｈｚ、１００Ｗ 

    １００Ｖ又は２００Ｖ、５０／６０Ｈｚ、４００Ｗ 

 

○主な使用者、販売先 

陶芸事業者、陶芸教室等 

 

 

２ 対象・非対象の解釈 

 

 特定電気用品以外の電気用品中、電動力応用機械器具の「電気ろくろ」として取

り扱う。 

 

（理由） 

 石膏型をセットして、回転させる機能を有していることから、「電気ろくろ」と

して取り扱う。 

 

 

電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 


